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平成２１年　６月　２日
民間社会福祉施設等設置者　様
愛知県健康福祉部長
（公印省略）
県内での新型インフルエンザ患者発生への対応について（通知）

平成２１年６月１日（月）、県内で初めて新型インフルエンザへの感染が確認されました。
今回、感染が確認された方々は、外国から帰国され、行動範囲が限定されていることから、感染拡大の可能性が低いものと判断されるため、県では、現時点においては保育施設、高齢者施設、障害者施設等に対して休業要請等を行う予定はありません。

県としては、関係機関と連携の上、県民の皆様の健康を守るため、感染拡大防止に万全の対策をとってまいりますが、保育施設、高齢者施設、障害者施設等におかれても、正確な情報に基づき適切に行動していただきますとともに、効果的なうがいや手洗いなど感染予防対策の徹底をお願い申し上げます。

　今後とも、今までの県からの通知や厚生労働省ホームページ（http://www.mhlw.go.jp/）及び愛知県ホームページ(http://www.pref.aichi.jp/)等を参考に感染予防に努めていただくとともに、国、県、市町村が発信する情報にご注意いただきますようお願い申し上げます。
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